
※経営改善普及事業とノンバンク等(高利)支援対応について 島根県　　浜田商工会議所

【経営安定対策に関する相談の傾向】

（１） 主要業種 （２） 島根県内の相談件数 （３） 倒産件数（島根県内・浜田市内）

① 建設業 年度 件数 ノンバンク 年度 島根県内 浜田市内

② 運送業 平成１８年度 26 16 平成１９年度 59 2

③ 製造業 平成１９年度 33 16 平成２０年度 70 4

④ その他 平成２０年度 37 10 平成２１年度 9 2

【ノンバンク利用者の相談の特徴】

① 借入金の申し込みサイクルがだんだん短くなってきている。

② 役員報酬や、店主勘定(生活費)が多い。

③ 資金繰りが非常に厳しい。

④ 代表者の顔色が悪い。(どこにも相談できないから)

【ノンバンク利用者に対する相談対応の流れ】

① 事業者の決算書や試算表を確認する。（⇒借入金、役員報酬が多く、連続欠損が出ていることが多い）

② 日本政策金融公庫、信用保証協会等に借入の事前確認を行う。（⇒「借入が困難」との回答が多い）

③

④

への相談に対応する。

⑤ 事業資金の対応(政策公庫、制度資金等の条件変更、元金棚上げ）のため金融機関等と折衝する等、企業存続に

向けて全力でサポートを行う。

【事例】 Ａ社　　食品検査業を１０数年営業中、会議所会員、事業資金の相談に来所、ここ数年借入頻度が多くなり、借入金が増加し、

債務超過状況。

代表者の顔色も悪く、悩んでいる状況なので真意をつかむためノンバンクの話を出すと、そうだと答えた。

ノンバンクは心配しなくても処理できると説明すると安心した様子で色々と話してくれた。

代表者にノンバンクの処理は、全てを処理しないといけない。一つでも残したら絶対にうまくいかないことを説明し

経営安定相談室に持ち込み会議所と連携を組んで処理するための事務処理を進める。

事業主と同伴し、返済の条件変更、元金の棚上げに向けて交渉する。(その際、経営改善計画書を作成し改善に向けて会議所も

企業のフローアップに全力で当たる。）

ノンバンクについては弁護士と連携しながら淡々と処理し、経営者はノンバンクからの催促がなくなり、表情も明るくなり仕事に

事業資金の条件変更に応じてくれた。

現在、その企業は新たな販路先も開拓し、金融返済も正常にもどし、元気で事業に取り組んでいる。

【連携機関】

【課題】

①破産、民事再生等の法的手続きに対する正しい理解の啓発

②再チャレンジに取り組む事業者への支援体制および支援策の充実

③セーフティーネットの一般債務総額の減額等要件緩和

④日本政策金融公庫における、元金棚上げ期間の延長(現状１１ヶ月)

「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」第三回事務局会議資料

融資に繋がるための経営改善計画の作成に取りかかる。

日本政策金融公庫浜田支店、島根県信用保証協会浜田支店、各金融機関

島根県商工会連合会(経営安定特別相談室)　・竹田

弁護士　司法書士

平成21年12月7日

中小企業相談所　所長　　藤田　　正児

事業資金については、景気・消費の低迷により売上げが減少し元金の支払いが厳しいため、日本政策金融公庫、信用保証協会に

迅速に島根県商工会連合会と協調し、弁護士に相談しながらノンバンクへの対応を行う。同時に継続して事業者

専従体制がとれた。また、日本政策金融公庫・保証協会・民間金融機関も会議所の経営改善計画書、指導体制に理解を示し

※必要なのは、社長と腹を割って、親身に相談に乗りあらゆる手を使って解決に臨むこと。

経営改善計画作成の作業段階で、代表者から、「ノンバンクを利用している」との話が出ることが多い。それを受けて


















